
 

令和３年度 

のご案内 
武 雄 労 働 基 準 監 督 署 
（一社）佐賀県労働基準協会 武雄支部 

今年度の全国労働衛生週間は、「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」
をスローガンとして、9月を準備期間、10月１日から10月7日までを本週間として全国一斉に展開されます。 

本週間を契機として、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進と定着を図るため、説明会を開催いたしま

すので、事業場におかれましては経営トップをはじめ衛生管理や人事労務を担当する方々のご参加をお待ち

しております。 

◆武雄会場 ◆鹿島会場 

 日時 
令和３年 

9 月 10 日（金）〔 13：30～ 〕 
 日時 

令和３年 

9 月９日（木）〔 13：30～ 〕 

 場所 
武雄市文化会館 
 ミーティングホール 

武雄市武雄町武雄 5538-１℡0954-23-5165 

 場所 
鹿島市生涯学習センター エイブル  

３階 研修室 
鹿島市納富分 2700-1 ℡0954-63-2138 

 定員 75 名  定員 50 名 

 ◆プログラムの概要〔開場 13：00〕 

１３：３０ 開会挨拶 武雄労働基準監督署 署長 

１３：４０ 全国労働衛生週間実施要綱等の説明（武雄労働基準監督署） 

１４：００ 特別講演 
ｗｉｔｈ コロナ時代のメンタルヘルス 

  講師  佐賀県精神保健福祉センター長 

１４：４０ お知らせ 
佐賀産業保健総合支援センター 
佐賀働き方改革推進支援センター 
佐賀県杵藤保健福祉事務所 

１５：００ 閉会挨拶 (一社)佐賀県労働基準協会 武雄支部 

◆参  加  費   無料です。（説明会資料含む） 
 
◆参加申込方法   参加申込書[裏面]を令和３年８月２７日までに Fax 又は郵送で武雄労働基準監督署

まで送付ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため参加は各
事業場 1 名までとさせていただきます。また、会場の定員を超えないよう、参加申
込多数の場合又は参加申込がない場合は会場への入場をお断りさせていただく場合がご

ざいます。 
注① 参加される方はマスクの着用をお願いします。また、発熱や咳などの症状がある場合は参加をお控え

願います。 

注② 新型コロナウイルス感染症の流行状況等により急きょ説明会を中止する場合がございます。なお、中

止を決定した際は、参加申込をいただいている事業場に中止の連絡をいたします。 

注③ 説明会の資料は、会場の受付で配布いたします。また、説明会終了後は、武雄労働基準監督署及び（一

社）佐賀県労働基準協会武雄支部において配布いたします。 
 

◆用品販売の 
お知らせ 

説明会を共催する（一社）佐賀県労働基準協会 武雄支部では、会場の受付
において衛生週間用品（冊子[労働衛生のしおり]、ポスター等）を 1,500 円で販売
いたします。 ご入用の際は、受付の際にお申し出ください。 

◆お問合せ先 武雄労働基準監督署 
 

TEL 0954-22-2165 
または、 

（一社）佐賀県労働基準協会 
武雄支部 

TEL 0952-37-8302 

 



 裏 面  

 

 

 

 

 

 

令和３年度 
「全国労働衛生週間」説明会 

参 加 申 込 書 
 

 

 

事業場名                    

 

連絡先（Tel）                

（Fax）                

 

担当者職氏名                 

 

 

１ 参加予定会場 

※ 参加予定会場に○印を記入してください。 

会 場 日 時 場 所 定 員 ○印記入欄 

武雄会場 

令和３年 

９月 10 日（金） 
〔 13：30～ 〕 

武雄市文化会館 
ミーティングホール 

75 
名 

 

鹿島会場 

令和３年 

９月９日（木） 

〔 13：30～ 〕 

鹿島市生涯学習 
センターエイブル 
 ３階 研修室 

50 
名 

 

 

 

２ 参加予定者職氏名 

役職・職名 氏  名 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Fax の際は Fax 番号間違えによる誤送信にご注意ください。 

※ 当署では、この申込書で得られた個人情報及び事業場の情報について、法令に基づく  

場合を除き、申込書に記載された事業場又は個人の同意を得ることなく第三者に提供するこ

とはありません。 

宛先：武雄労働基準監督署 ［溝上］ あて 
〒843-0023 武雄市武雄町昭和 758 
ＦＡＸ番号 0954-22-2168 
電話番号   0954-22-2165 
令和３年８月２７日（金）までに Fax 又は郵送で送付ください。 


